
「あいち人権推進プラン」関係人権施策実施状況に関する評価（案）
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人権啓発キャラバン
2024
［県民文化局］

【目標】
　条例及び基本計画の内容について、県民の理解をより
一層深め、実効性を高めるためのイベントを実施し、アン
ケート調査において「条例及びプランに対する理解が深
まった」と回答した参加者の割合を80％にする。

【実施計画】
　人権課題をテ－マとした講演会及び県内の企業、大学、
ＮＰＯ等と連携し、人権について考えるためのワ－クショッ
プを開催する。

　人権課題をテ－マとした講演会及び県内の企業、大学、
ＮＰＯ等と連携し、人権について考えるためのワ－クショッ
プを開催した。
〇講演会
・テーマ：ネットいじめから考える人権侵害のある社会とそ
の直し方
・開催方法：オンライン開催
・参加者：●名（アーカイブ配信●名）
〇ワークショップ
・第１回　日時：2024年10月12日
　　　　　　テーマ：障害者の人権
　　　　　　参加者：●名
・第２回　日時：2024年11月24日
　　　　　　テーマ：女性の人権
　　　　　　参加者：●名
・第３回　日時：2024年12月21日
　　　　　　テーマ：性的少数者の人権
　　　　　　参加者：●名

【目標の達成状況】
　アンケート調査を実施した結果、「条例及びプランに対する理解が深まった」と回答した参加
者が80％であり、目標を達成したといえる。ワークショップでは、各人権課題に対して積極
的に取り組んでいる団体から事例発表をしてもらい、課題を学んだうえで話し合うことで、よ
り実情に合った解決策等を挙げることができた。また、事例発表者の報告を踏まえ、自身の
人権意識を振り返ることができるよう促した。

【課題・改善点】
　なし

①

人権擁護委員連合会
補助金
［県民文化局］

【目標】
　地域で活動する団体を支援することで、地域社会におけ
る人権教育・啓発を推進する。

【実施計画】
　法務大臣から委嘱された人権擁護委員により構成され、
人権擁護委員法により各都道府県に設置が義務付けられ
ている人権擁護委員連合会の活動、運営に対して助成す
る。

　法務大臣から委嘱された人権擁護委員により構成され、
人権擁護委員法により各都道府県に設置が義務付けられ
ている人権擁護委員連合会の活動、運営に対して助成し
た。

【目標の達成状況】
　当該団体が行う社会的・経済的弱者等の基本的人権の擁護を目的とする活動は、極めて地
域社会に密着したものであり、県民に有益であった認められる。

【課題・改善点】
　なし

②

あいち人権センター
における人権相談
［県民文化局］

【目標】
　人権課題を抱える県民の相談に対し、関係機関と連携し
て迅速かつ的確に対応し、相談者の納得を得られた割合
を90％にする。

【実施計画】
　人権に関する総合的な相談窓口を設置し、人権相談員が
一般的な情報提供や助言、専門相談窓口や救済機関への
案内を行うとともに、法的な解釈や助言が必要と考えら
れる場合に、本人の意思を確認し、弁護士による法律相談
を実施する。また、性的少数者の当事者や周りの方－が相
談できる窓口として、専門機関による性的少数者電話相
談を実施する。

　人権に関する総合的な相談窓口を設置し、人権相談員が
一般的な情報提供や助言、専門相談窓口や救済機関への
案内を行うとともに、法的な解釈や助言が必要と考えら
れる場合に、本人の意思を確認し、弁護士による法律相談
を実施した。また、性的少数者の当事者や周りの方々が相
談できる窓口として、専門機関による性的少数者電話相
談を実施した（毎月第３月曜日、３時間）。

【目標の達成状況】
　実施計画どおりに実施したが、納得が得られた割合が85％であり、人権課題が交差してい
る場合に対応するには、関係機関との連携がまだ不十分である。

【課題・改善点】
　交差性差別や困難さに対応するために、各分野で設置している専門機関が連携し、重層的
に支援するとともに、各種相談窓口のネットワーク化を図る必要がある。 ③

①人権に関す
る県民意識調
査の充実

人権に関する県民意
識調査
［県民文化局］

【目標】
　幅広い意見の把握のために調査を実施していることを
周知するために、県民意識調査に関するパネル展示を実
施し、期間中の来場者数が800名となる。

【実施計画】
　2022年度に実施した人権に関する県民意識調査の結
果をパネル化したものを掲示する。

　2022年度に実施した人権に関する県民意識調査の結
果をパネル化したものを掲示した。

【目標の達成状況】
　あいち人権センターで開催した企画展においてパネルを展示した。期間中の来場者が850
名であり、多くの県民に実情を知ってもらうことができた。さらに、あいち人権センターにお
いて調査結果を配布したり、Webページに調査結果を掲載する等、多くの県民に周知するこ
とができた。

【課題・改善点】
　引き続き周知を図っていくとともに、2022年度の調査結果について分析をし、2027年
度の調査に向け、調査項目の検討を行う必要がある。
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市町村人権啓発主管
課長会議
［県民文化局］

【目標】
　各自治体相互の一層の連携と情報交換をする。

【実施計画】
　市町村人権啓発主管課長会議を実施する。

　市町村人権啓発主管課長会議を実施した。 【目標の達成状況】
　県内市町村の人権施策の情報を集約して情報共有を図り、市町村間の連携を働きかけると
ともに、人権に関する情報提供を行うことで、市町村の取組を支援できた。

【課題・改善点】
　なし

②

＜愛知県人権施策推進審議会による評価＞

①社会におけ
る人権教育・啓
発の推進

１　あらゆる人権課題の解消に向けた環境づくり【包括性】
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施策の目標及び概要を記載 実施状況を可能な限り具体的に記載

以下の点を踏まえ記載
「目標の達成状況」
・「ｎ年度施策の目標及び実施計画」に記載の目標を達成できたか【必須】
・人権課題の解消にどれだけ寄与したのか
・施策目標である「包括性」「多様性」「交差性」の観点から期待される効果は表れたか
・配慮・工夫した点等は何か
・他自治体の施策と比較して、独自性がある、効果的であったか
・新規性があったか
・前年度の施策と比べて広がりがあったか

「課題・改善」
・目標が達成できなかった場合、原因は何であったのか【必須※】
※目標を達成した場合であっても、課題・改善点がある場合は記載し、ない場合は「なし」と記載
・施策の実施時に、（交差性など）新たな課題が発見されたか

各施策の担当課は、当該年度の施策について、
以下の３段階で記載

①目標を上回って達成した
②目標を達成した
③目標を達成できなかった

・社会状況等の変化により、
施策の実施が困難となった
場合や、施策の実施期間が
定まっており廃止が予定さ
れている場合など、施策に
大きな変化が見込まれる場
合、その旨を記載

・付属機関または付属機関
に類する会議など外部の評
価（報告も含む）を受けた
場合、その旨を記載

・各課室において策定した
基本計画等で設定している
数値目標等がある場合、基
本計画等の名称及び数値目
標を記載
（例：○○計画、○○の割
合○％）

※単年度の数値目標がある施策については、「ｎ年度
施策の目標及び実施計画」欄にその旨を記載すること。
また、その結果について、「ｎ年度実施状況」欄及び
「ｎ年度施策の目標の達成状況等」欄に反映させるこ
と。

※同一課室が担当する施策（同じ推進施策・項目）の
うち、同一の目標を設定している施策については、
「ｎ年度施策の目標の達成状況等」をまとめて記載す
ることも可とする。
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